
別紙5
表6.2.2  海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項（２）－１
十勝釧路沿岸　浜中湾・厚岸湾ゾーン

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

浜中町 16 恵茶人 恵茶人184～317 農振局 イ 離岸堤 - 8基1800 - 8基1800 - 浜中町の一部 農地 ・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

農振局 護岸 ○ 1,704 +4.0 1,704
+5.0～
(+7.0)

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

農振局 消波堤 - 1,800 - 1,800 -
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

農振局 水門 - 8 - 8 -
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

恵茶人100～恵茶人12 水管理・国土保全局 ロ 護岸 ◎ - - 820
+4.0～+6.9

(+6.9)
漁業生産用地・住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 消波堤 ◎ - - 250 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 消波堤 ○ 570 +3.5～+4.9 570 +4.0～+4.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

17 貰人 字貰人119～字貰人76-2 水産庁 護岸 ◎ - - 158
+4.0～+8.7

(+8.7)
住宅地・海岸崖

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 護岸 ○ 122 +3.8～+4.0 122
+4.8～+8.7

(+8.7)
住宅地・海岸崖

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

18 仙鳳趾 仙鳳趾51 水管理・国土保全局 護岸 ○ 250  +4.3 250
+4.0～+8.7

(+8.7)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

20 羨古丹 羨古丹35 水産庁 堤防 ◎ 210 +4.4 210
 +4.0
(+7.0)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

21 奔幌戸 奔幌戸317～奔幌戸70 水産庁 イ 堤防 ◎ - - 80
+4.0～+7.0

(+7.0)
干場・海岸崖・住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 堤防 ○ 650 +4.4 650
+5.4～+7.0

(+7.0)
干場・海岸崖・住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 消波堤 ◎ - - 702 +4.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 消波堤 ○ 28 +3.5 28 +4.0～+4.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 護岸 - 145 +4.4 145 +4.4
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 突堤 - 2基100 +2.0 2基100 +2.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

22 幌戸 幌戸111～幌戸82 水管理・国土保全局 イ 堤防 ○ 440 +1.2～+4.2 440
+2.2～+7.0

(+7.0)
漁業生産用地・住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 消波堤 ○ 440 +1.2～+4.2 440 +2.2～+5.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

幌戸3,幌戸6 水管理・国土保全局 ロ 堤防 ○ 480  +4.0 480
+4.0～+7.0

(+7.0)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

23 後静 奔幌戸140-2～幌戸4-3 水管理・国土保全局 イ 消波堤 ○ 300  +4.0 50 +4.0 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 堤防 ◎ - - 50
+4.0～+5.1

(+5.1)

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

後静90～後静151 水管理・国土保全局 ニ 堤防 ◎ - - 230
+4.0～+5.1

(+5.1)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

字榊町26～字榊町90 水産庁 ロ 堤防 ◎ - - 550
+4.0～+5.1

(+5.1)
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

榊町13～暮帰別東2-46 水管理・国土保全局 ハ 堤防 ○ 2,280  +4.0 3,700
+4.0～+5.1

(+5.1)
住宅地・干場

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

字榊町26～字榊町13 水管理・国土保全局 ホ 堤防 ◎ - - 160
+4.0～+5.1

(+5.1)
住宅地・干場

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

全域 水管理・国土保全局 消波堤 - 170 +4.0～+4.4 170 +4.0～+4.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 堤防 - 2,330  +4.0 2,330  +4.0
・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 護岸 - 290 +3.9～+4.2 290 +3.9～+4.2
・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 突堤 - 2基80 +1.6～+2.0 2基80 +1.6～+2.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

24 霧多布
暮帰別東2-46～新川東
1-175

水管理・国土保全局 堤防 ◎ - - 1,650
+4.0～+7.9

(+7.9)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

霧多布
霧多布西1条2-40～霧多
布西2条2-110

港湾局 イ 堤防 ○ 371 +4.5 371
+5.3～+7.9

(+7.9)
住宅地・干場

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

霧多布東1条2-4-2～霧
多布東3条2-1

港湾局 ロ 堤防 ○ 313 +4.5 313
+5.3～+7.9

(+7.9)

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

霧多布東1条2-4-3～霧
多布西1条2-40

港湾局 ハ 堤防 ○ 1,184 +4.5 1,184
+5.3～+7.9

(+7.9)

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

全域 水管理・国土保全局 堤防 - 1,240 +4.0～+4.3 1,240 +4.0～+4.3
・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 護岸 - 960 +4.0～+4.4 960 +4.0～+4.4
・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 突堤 - 8基320 +1.0～+3.0 8基320 +1.0～+3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 離岸堤 - 8基800 +1.7～+2.7 8基800 +1.7～+2.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

25 湯沸 字湯沸53～字湯沸367 水管理・国土保全局 離岸堤 ◎ - - 500 +2.0 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 離岸堤 ○ 5基500  +2.2 5基500 +3.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 突堤 ◎ - - 1,000 +2.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 堤防 ◎ - - 1,000
+4.0～+7.9

(+7.9)

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 護岸 - 500  +3.8 500  +3.8
・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 消波堤 - 100 +1.8～+3.4 100 +1.8～+3.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

26 新川 イ 堤防 ○ 1,800 +4.0～+4.5 1,800
+4.0～+5.0

(+5.1)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ◎ - - 1,800  +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

霧多布西1条2-135～霧
多布西2条2-110

水管理・国土保全局 ロ 堤防 ○ 230 +4.0～+4.5 230
+4.0～+5.0

(+5.1)

住宅地・干場
昭和35年チリ地震津波被
災後、昭和35～41年建設

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

27 琵琶瀬 全体 水管理・国土保全局 堤防 - 450 +3.9～+4.2 450 +3.9～+4.2
・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

字新川東1-187～字琵琶
瀬303

水管理・国土保全局 イ 堤防 ○ 1,900 +4.1～+4.2 1,900
+4.0～+5.0

(+5.1)
住宅地・漁業生産用地

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 堤防 - 70 +4.1～+4.2 70 +4.1～+4.2
・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 離岸堤 ○ 10基1900  +2.2 10基1900 +3.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

字琵琶瀬303～琵琶瀬
681-2

水産庁 ロ 堤防 ○ 2,010 +3.7～+3.9 2,010
+4.0～+5.0

(+5.1)
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 離岸堤 ◎ - - 1,277 +2.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 離岸堤 ○ 3基733 +2.0～+3.1 3基733 +3.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

字琵琶瀬740～字琵琶瀬
740

水産庁 ハ 消波堤 ◎ - - 100 +4.0 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 護岸 - 30 +3.7 30 +3.7
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

28 渡散布 渡散布168～渡散布228 水管理・国土保全局 ハ 護岸 ◎ - - 130
+4.0～+6.8

(+6.8)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 離岸堤 - 1基100  +2.2 1基100  +2.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

渡散布228～渡散布186 水産庁 イ 護岸 ◎ - - 260
+4.0～+6.8

(+6.8)
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 消波堤 ◎ - - 260 +4.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

字渡散布28～字渡散布
210

水管理・国土保全局 ロ 消波堤 ○ 90  +2.2 90 +3.2～+4.0 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 消波堤 - 210  +2.2 210  +2.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

29 養老散布 養老散布8～養老散布37 水管理・国土保全局 消波堤 ○ 300 +3.5～+3.8 300 +4.0～+4.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 離岸堤 ◎ - - 180 +2.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 離岸堤 ○ 2基120  +2.7 2基120 +3.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 護岸 ◎ - - 300
+4.0～+6.8

(+6.8)

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

30 火散布 字火散布315～火散布 水産庁 消波堤 ◎ - - 510 +4.0 住宅地・海食崖
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 護岸 ◎ - - 510
+4.0～+6.8

(+6.8)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

31 藻散布 藻散布～藻散布153 水管理・国土保全局 イ 護岸 ○ 350  +4.5 350
+4.0～+6.8

(+6.8)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 突堤 - 3基60 +1.4～+2.1 3基60 +1.4～+2.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

藻散布153～藻散布 水産庁 ロ 護岸 ◎ - - 160
+4.0～+6.8

(+6.8)
海食崖・住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 消波堤 ◎ - - 160 +4.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。
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規模（現況） 規模（計画） 受益の地域及びその状況

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画区域
所管省庁
区　　分

区域番号 延長等 延長等 地域 状況下段（）内は
設計津波水位

浜
中
湾
・
厚
岸
湾
ゾ
ー
ン

1/5

防
護

① 海岸保全施設の整備・維持 ・恵茶人海岸等で海岸侵食が進
行している。
・消波堤の波浪減衰効果が十分
でない箇所がある。
・海岸に面した低平な市街地を波
浪から守る必要がある。
・防潮堤の老朽化（空洞化等）が
認められる。
・護岸の老朽化（剥離・欠損等）や
耐震不足が認められる。
・津波により背後集落が浸水する
危険性がある。

・消波堤の嵩上げ
・離岸堤、護岸の設置
・防潮堤の調査、改良
・老朽化対策や耐震性確保のため護岸の改良

1/5～2/5

2/5

昭和35年チリ地震津波被
災後、昭和35～41年建設
以来、風化及び幾多の地
震等により亀裂等の老朽
化が激しく、整備が望ま
れている。

字新川東1-187～字霧多
布西4条11-155

水管理・国土保全局

2/5～3/5



別紙5
表6.2.2  海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項（２）－２
十勝釧路沿岸　浜中湾・厚岸湾ゾーン

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

厚岸町 33 末広 末広271、272～末広273 水管理・国土保全局 イ 護岸 ◎ - - 170
+4.0～+7.7

(+7.7)
厚岸町の一部 海浜地・住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 消波堤 ◎ - - 170 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

末広239～末広40 水管理・国土保全局 ロ 消波堤 ○ 1,400 +3.0 1,400 +4.0 漁業集落・砂浜・住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 緩傾斜護岸 ◎ - - 1,400
+4.0～+7.7

(+7.7)

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 護岸 ◎ - - 1,400
+4.0～+7.7

(+7.7)

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

末広31～床潭335-1 水管理・国土保全局 ハ 消波堤 ○ 1,340 +3.0 1,340 +4.0 漁業集落・住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 離岸堤 ○ 13基1340 +3.0 13基1340 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 護岸 ◎ - - 1,340
+4.0～+7.7

(+7.7)

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

全体 水管理・国土保全局 緩傾斜護岸 - 730  +3.6 730  +3.6
・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 突堤 - 1基40  +1.7 1基40  +1.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 離岸堤 - 3基910 +2.2～+3.3 3基910 +2.2～+3.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 消波堤 - 540 +2.3～+4.2 540 +2.3～+4.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

34 小島 小島 水管理・国土保全局 突堤 ○ 1基50 +1.7～+2.7 1基50 +2.7～+4.0 漁業集落・干場
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 突堤 - 5基200 +1.7～+2.7 5基200 +1.7～+2.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 離岸堤 ○ 1基50 +2.6～+2.7 1基50 +3.6～+3.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 離岸堤 - 3基240 +2.6～+2.7 3基240 +2.6～+2.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 護岸 - 90  +4.5 90  +4.5
・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 消波堤 - 270  +5.0 270  +5.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

35 床潭 床潭335-1～床潭302 水管理・国土保全局 イ 消波堤 ○ 480 +1.8～+4.4 480 +2.8～+5.4 漁業集落・住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 消波堤 - 40 +1.8～+4.4 40 +1.8～+4.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 イ 離岸堤 ◎ - - 480 +2.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 護岸 ◎ - - 480
+4.0～+7.7

(+7.7)

・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 突堤 - 4基60 +1.8～+3.5 4基60 +1.8～+3.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

字床潭319～字床潭国有
未開地1283

水産庁 ロ 護岸 ◎ - - 446
+4.0～+7.7

(+7.7)
漁業集落・砂浜・住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 離岸堤 ◎ - - 507 +2.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水産庁 離岸堤 ○ 8基943  +2.2 8基943 +3.2
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 護岸 ○ 1,004  +2.9 1,004
+3.9～+7.7

(+7.7)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 突堤 - 3基110 +1.5～+2.2 3基110 +1.5～+2.2
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 消波堤 - 92  +3.8 92  +3.8
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

36 筑柴恋 筑柴恋38～筑柴恋1280 水管理・国土保全局 イ 消波堤 ○ 1,730 +2.2～+4.2 1,730 +3.2～+5.2 漁業集落・砂浜
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 護岸 - 640 +3.1～+4.8 640 +3.1～+4.8
・現在行っている日常巡視に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 突堤 - 3基60 +1.5～+2.2 3基60 +1.5～+2.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 離岸堤 - 12基840 +2.2～+2.5 12基840 +2.2～+2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

39 湾月町
湾月3丁目11～湾月1丁
目12

水産庁 ヘ 護岸 ◎ - - 890
 +4.0
(+3.4)

漁業生産用地・住宅地・漁業集落
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

40 若竹町
松葉4丁目152～若竹1丁
 目8

水産庁 ホ 護岸 ◎ - - 1,310
 +4.0
(+3.4)

漁業生産用地・住宅地・漁業集落
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

41 港町
真栄2丁目252～港町5丁
 目3

水産庁 イ-6 護岸 ◎ - - 890
 +4.0
(+1.6)

住宅地・漁業集落・砂浜
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

42 真栄町
宮園1丁目239～真栄2丁
目252

水産庁 イ-1 護岸 ○ 735 +3.0 735
+4.0～+4.3

(+4.3)
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

43 白浜町
宮園1丁目282～字宮園
239

水産庁 イ-5 護岸 ○ 575 +3.0 575
+4.0～+4.3

(+4.3)
住宅地・漁業集落・砂浜

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

門静1丁目471～宮園1丁
目282

水産庁 イ-2 離岸堤 ○ 17基1,140 +3.0 17基1,140 +4.0 住宅地・漁業集落・砂浜
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 離岸堤 - 13基960 +3.0 13基960 +3.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 護岸 ◎ - - 1,140
+4.0～+4.3

(+4.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 緩傾斜護岸 ○ 1,140 +3.0 1,140
+4.0～+4.3

(+4.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

白浜1丁目22～宮園1丁
目336

水産庁 イ-4 護岸 ○ 630 +3.0 630
+4.0～+4.3

(+4.3)
住宅地・漁業集落・砂浜

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

44 門静
白浜2丁目60～白浜1丁
目27

水産庁 イ-3 護岸 ○ 860 +3.0 860
+4.0～+4.3

(+4.3)
住宅地・漁業集落・砂浜

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

門静73-2～門静57
水産庁 ロ-1 離岸堤 ◎ - - 410 +4.0 鉄道施設・海岸崖

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

45 ポントマリ 門静3丁目183～門静1 水産庁 ロ-2 護岸 ○ 700 +3.0 700
+4.0～+4.3

(+4.3)
鉄道施設・海岸崖・住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 離岸堤 - 5基640 +3.0 5基640 +3.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

46 苫多 苫多45 水産庁 ハ-2 護岸 ◎ - - 120
+4.0～+4.3

(+4.3)
漁業生産用地・住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 護岸 - 1,500 +3.0 1,500 +3.0 漁業生産用地・住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

字苫多5-2～字苫多村沖
万別9-1

水産庁 ハ-1 消波堤 ◎ - - 150 +4.0 漁業生産用地・住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 護岸 ○ 150 +3.0 150
+4.0～+4.3

(+4.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

全域 水産庁 離岸堤 - 15基1,500 +3.0 15基1,500 +3.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

47 沖万別 沖万別 水産庁 消波堤 - 800 +2.6～+2.8 800 +2.6～+2.8
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 離岸堤 - 8基800 +3.0 8基800 +3.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

釧路町 48 便内 便内1～便内43 水管理・国土保全局 離岸堤 ◎ - - 2,176 +2.0 釧路町の一部 漁業生産用地・海岸崖
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 消波堤 ◎ - - 1,926 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 消波堤 ○ 250 +1.8～+3.7 250 +2.8～+4.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

49 仙鳳趾 仙鳳趾村7-8 水産庁 ロ 護岸 ◎ - - 1,080
+4.0～+4.6

(+4.6)
漁業生産用地・住宅地・漁業集落

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 消波堤 - 191 +2.9 191 +2.9 漁業生産用地・住宅地・漁業集落
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

厚岸町 46 苫多
大字苫多村字沖万別9-1
～字尾帳1

水産庁 ニ 消波堤 ◎ - - 4,300 +2.0 厚岸町の一部 漁業集落・農地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 護岸 ◎ - - 4,300
+4.0～+4.3

(+4.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

釧路町 49 仙鳳趾
字ポンベツブト4～字ポン
ベツブト4

水産庁 イ 離岸堤 ○ 1基30 +1.6～+3.0 1基30 +2.6～+4.0 釧路町の一部 荷揚場
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

水産庁 離岸堤 - 1基469 +1.6～+3.0 1基469 +1.6～+3.0 荷揚場
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

50 古番屋 仙鳳趾村古番屋地先 水管理・国土保全局 突堤 - 3基120 +1.6～+2.3 3基120 +1.6～+2.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 離岸堤 - 2基80  +2.0 2基80  +2.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

水管理・国土保全局 消波堤 - 80 +1.5～+1.8 80 +1.5～+1.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

51 別尺泊 仙鳳趾村別尺泊地先 水管理・国土保全局 離岸堤 - 5基200 +1.9～+2.0 5基200 +1.9～+2.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

ゾ
ー
ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策

区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画） 受益の地域及びその状況

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画区域
所管省庁
区　　分

区域番号 延長等 延長等 地域 状況下段（）内は
設計津波水位

浜
中
湾
・
厚
岸
湾
ゾ
ー
ン

3/5～4/5

防
護

① 海岸保全施設の整備・維持 ・恵茶人海岸等で海岸侵食が進
行している。
・消波堤の波浪減衰効果が十分
でない箇所がある。
・海岸に面した低平な市街地を波
浪から守る必要がある。
・防潮堤の老朽化（空洞化等）が
認められる。
・護岸の老朽化（剥離・欠損等）や
耐震不足が認められる。
・津波により背後集落が浸水する
危険性がある。

・消波堤の嵩上げ
・離岸堤、護岸の設置
・防潮堤の調査、改良
・老朽化対策や耐震性確保のため護岸の改良

4/5

4/5～5/5

5/5

4/5～5/5

② 砂浜の保全 ・厚岸町や浜中町霧多布の陸け
い島は、微妙な漂砂バランスに
よって形成された特殊な地形であ
り、保全が望まれる。

・海岸事業を実施するにあたっては漂砂バランスを大きく変化させな
いよう十分配慮する。

5/5
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表6.2.2  海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項（３）
十勝釧路沿岸　浜中湾・厚岸湾ゾーン

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

・自然崖地形の優れた景観を残す。
Ⓐ

ゾ
ー
ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策

区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画） 受益の地域及びその状況

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画区域
所管省庁
区　　分

区域番号 延長等 延長等 地域 状況下段（）内は
設計津波水位

浜
中
湾
・
厚
岸
湾
ゾ
ー
ン

防
護

③ 津波に対する配慮 ・過去に津波による死者を出した
浜中町は、津波に対するソフト対
策が求められている。

・浜中町の津波防災ステーションの有効活用。
・住民の自主防災意識の高揚。

環
境

① 漁業環境への配慮 ・蛎の養殖が盛んな厚岸湖で
は、漁業環境に配慮した海岸保
全が求められている。

・海岸保全施設を建設する場合は漁業に十分配慮する。

② 海岸景観の配慮 ・優れた海岸景観の保全が求め
られている。

・海岸侵食対策工法の選定において景観を重視する。

③ 海岸共生意識の啓発 ・浜中町では海岸愛護意識の継
承が求められている。
・厚岸町は蛎の養殖が盛んであ
り市民の水質保全への意識の高
揚が求められている。

・浜中町で行われている海岸清掃活動は今後も行うよう支援する。
・厚岸町での小中学校での厚岸湖の水質を守るための作文の募
集や、学童の自由研究を今後もつづけるよう支援する。

利
用

① 海岸の適正な利用 ・厚岸湾を中心とした蛎の養殖等
の育てる水産業に配慮し、新た
な開発による環境の悪化（水質
等）を防止することが求められて
いる。
・観光客・つり客の放置するゴミ
が問題となっている。

・関係機関と連携し、開発者に対し環境を悪化しないよう指導す
 る。
・観光客・つり客にマナーの工場を呼びかけてゆく。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


